
 

 

東大和市訓 第 号 

 東大和市 ゴマ ク 使用 関 要綱を次 う 定  

  成 月 日 

 

                    東大和市長 尾崎 保夫 

 

   東大和市 ゴマ ク 使用 関 要綱 

 目的  

第 条 要綱 東大和市 市 いう ゴマ ク 使用 関 必

要 事項を定 ゴマ ク 普及を 東大和 対 愛着 醸成

認知度 向 等を 市 ティ ョン 資 を目的

 

 定義  

第 条 要綱 い ゴマ ク 前条 目的を 成 定

ランド ッセ 柄をいう  

 ゴマ ク  

第 条 ゴマ ク 別  

 ゴマ ク 関 著作権 著作権法 昭和 法律第 号 基 く権利

をいう 全 市 帰属  

 ゴマ ク 使用等  

第 条 ゴマ ク 誰 使用 次 各号 い

該当 限 い  

市 ティ ョン 組を阻害  

市 施策 支 を及  

要綱若 く 法 又 公序良俗 反  

政治 思想又 宗教 活動 使用  

当 利益を得 使用  

商標法 昭和 法律第 号 基 く商標 意匠法 昭和 法律

第 号 基 く意匠等 独占的 使用  

暴力団員 当 行為 防 等 関 法律 成 法律第 号 第

条第 号 規定 暴力団又 利益 活動を行 い 利益

 

他市長 適当 認  

 ゴマ ク 使用 対価 無料  

報告者等 使用 報告及び中  



 

 

第 条 販売 う 商品 販売品 いう 外 物 ゴマ クを

使用 者 使用 日 日 内 東大和市 ゴマ ク使用報告書 第

号様式 ゴマ クを使用 物又 形状 色彩等を確認 写真等及

び 他市長 必要 認 書類を添え 使用内容を市長 報告

い 次 各号 い 該当 限 い  

新聞 テ ビ 他報 機関 報 又 広報 目的 使用  

個人的 又 家庭内 他 準 限 範 内 い 使用  

他市長 適当 認  

 市長 前項 規定 報告 者及び同項 書 規定 適用を

者 報告者等 いう 前条第 項各号 い 該当 又

第 条第 項第 号 第 号 掲 事項 反 直 使

用を中 さ  

 販売品 使用 申請及び承認  

第 条 販売品 ゴマ ク 使用を希望 者 申請者 いう あ

東大和市 ゴマ ク使用申請書 第 号様式 次 掲 書類等を

添え 市長 申請 い  

使用 状況 わ 完成見本又 形状 色彩等を確認 写真等 

申請者 概要 わ 書類等 

他市長 必要 認 書類 

 市長 前項 規定 申請 あ 内容を審査 承認又

承認 決定を 東大和市 ゴマ ク使用 変更 承認 承認通知書

第 号様式 通知  

 市長 第 条第 項各号 い 該当 又 該当 あ

第 項 規定 申請を 承認  

 市長 使用 承認を 必要 条件を付  

 使用 承認を 者 承認者 いう 使用前 当該使用

完成品又 形状 色彩等を確認 写真等 項 い 完成品

等 いう を や 市長 提出 い 市長 完成品

等 提出を 要 認 限 い  

 使用内容 変更  

第 条 承認者 使用 承認を 内容 い 変更を希望 あ

東大和市 ゴマ ク使用変更申請書 第 号様式 変更 内容 確認

書類等及び東大和市 ゴマ ク使用承認通知書 写 を添え 市長 申請

い  

 前条第 項 第 項 規定 前項 規定 申請 い 準用  



 

 

 承認 消  

第 条 市長 承認者 次 各号 い 該当 使用 承認を

消  

第 条第 項各号 い 該当  

次条第 項各号 掲 事項 反  

偽 他 手段 使用 承認を  

他市長 特 必要 認  

 市長 前項 規定 使用 承認を 消 東大和市 ゴマ ク

使用承認 消通知書 第 号様式 通知  

 承認者及び報告者等 遵守事項  

第 条 承認者 次 掲 事項を遵守 い  

使用 承認を 使用対象物 使用目的及び使用方法 い 使用

第 条第 項 第 条第 項 い 準用 場合を含 規定 付さ

条件 従う  

市 定 形状 沿 使用 改変を行わ い  

使用 承認 生 権利及び義務又 使用 報告 義務を第 者 譲

渡 又 転貸 い  

商標法 基 く商標 意匠法 基 く意匠等 登録出願を行わ い  

 報告者等 前項第 号 第 号 掲 事項を遵守 い  

 免責  

第 条 市 第 条第 項 規定 使用 中 を命 者若 く 第

条第 項 規定 使用 承認 消 を 者 生 損害又 者

ゴマ ク 使用 第 者 え 損害 い 一切 責 を負わ い  

 損害賠償  

第 条 ゴマ ク 使用 市 損害を生 さ 者 損害を賠償

い  

 公表  

第 条 市長 ゴマ ク 使用状況等 い 公表 努 広く利用 進を

 

 補則  

第 条 要綱 定 ゴマ ク 使用 関 必要 事項 市

長 別 定  

   附 則 

 訓 成 月 日 施行  

 



 

 

別図 第３条関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 号様式 第 条関係  

年  月  日 

 

東大和市ロゴマ ク使用報告書 

 

東大和市長 殿 

所在地又 住所 

使用者 代表者 又 氏             

電話番号 

 

 東大和市 ロゴマ ク 使用 下記 報告 ま  

 東大和市ロゴマ ク 使用 関 要綱 遵守 こ 並び 要綱第 条

第 項 規定 使用 中止 命 場合 直 使用 中止 こ 及び

こ 伴い生 損害 市 一切請求 いこ 誓約 ま  

 

記 

 

使 用 対 象 物  

使 用 期 間 年  月  日  ～   年  月  日 

製 作 数  

担 当 者 連 絡 先 

所属 氏 電話番号  

 

※使用期間 終期 使用終了年月日又 使用終了予定年月日 記入 く さい  

 

添付書類等 

 東大和市ロゴマ ク 使用 物等 

 他市長 必要 認め 書類 

 

 

  

 

 

 



第 号様式 第 条関係  

年  月  日 

 

東大和市ロゴマ ク使用申請書 

 

東大和市長 殿 

 

所在地又 住所 

申請者 代表者 又 氏          印 

電話番号 

 

 東大和市 ロゴマ ク 使用 い 下記 申請 ま  

 使用 承認 け 場合 東大和市ロゴマ ク 使用 関 要綱 遵

守 こ 並び 要綱第 条第 項 規定 使用 承認 消さ 場合

直 使用 中止 こ 及びこ 伴い生 損害 市 一切請求 いこ

誓約 ま  

 

記 

 

使 用 対 象 物  

使 用 目 的  

使 用 方 法  

使 用 場 所 又 地 域  

使 用 期 間   年  月  日  ～  年  月  日   

製 作 数  

売 価      消費税込  

担 当 者 連 絡 先 

所属 氏 電話番号  

 

添付書類等 

 東大和市ロゴマ ク 使用状況 わ 完成見本等 

 申請者 概要 わ 書類等 

 他市長 必要 認め 書類 



第 号様式 第 条 第 条関係  

第     号 

年  月  日 

 

東大和市ロゴマ ク使用 変更 承認 不承認通知書 

 

            様 

 

東大和市長        印 

 

   年  月  日付け 申請 あ ま 東大和市 ロゴマ ク 使用 変更

つい 下記 通知 ま  

 

記 

 

 次 東大和市ロゴマ ク 使用 変更 承認 ま  

 

使 用 対 象 物  

使 用 目 的  

使 用 方 法  

使 用 場 所 又 地 域  

使 用 期 間   年  月  日  ～  年  月  日   

製 作 数  

売 価      消費税込  

使 用 条 件  

 

 次 理由 東大和市ロゴマ ク 使用 変更 承認 ま  

 承認 い理由 

 

 

 

 



第 号様式 第 条関係  

年  月  日 

 

東大和市ロゴマ ク使用変更申請書 

 

東大和市長 殿 

 

所在地又 住所 

申請者 代表者 又 氏          印 

電話番号 

 

   年  月  日付け第  号 使用 承認 け 東大和市 ロゴマ ク 使

用 つい 下記 変更 申請 ま  

 

記 

 

変 更 容 

変更前  

 

 

 

変更後  

変 更 理 由 

 

担 当 者 連 絡 先 

所属 氏 電話番号  

 

 

添付書類等 

 変更 容 確認 書類等 

 東大和市ロゴマ ク使用承認通知書 写  



第 号様式 第 条関係  

第     号 

年  月  日 

 

東大和市ロゴマ ク使用承認 消通知書 

 

              様 

 

東大和市長      印 

 

   年  月  日付け第  号 使用 承認 東大和市 ロゴマ ク つい

下記 使用 承認 消 ま  

 市 承認 消 こ 生 損害 つい 一切 責任 負わ

いこ ま  

 

記 

 

 消年月日      年  月  日 

 

 消理由 

 

 

 


